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第１０８回東京都北区都市計画審議会 次第 
 

 

令和２年１２月２２日（火） 
午 後 ２ 時 ０ ０ 分 ～ 

区役所第一庁舎 第二委員会室 
 

１ 開  会     ま ち づ く り 部 長 
 

２ 委 員 の 紹 介     ま ち づ く り 部 長 
 

３ 出 席 委 員 数 報 告     都 市 計 画 課 

 

４ 資 料 確 認     都 市 計 画 課 

 

５ 正 副 会 長 の 選 出     ま ち づ く り 部 長 

  （第２７６号議案） 

 

６ 議 事     都市計画審議会会長 
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      第２８０号議案 
      東京都市計画地区計画の決定について（十条駅周辺東地区地区計画）（北区決定） 
 

      第２８１号議案 
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      第２８２号議案 
      東京都市計画高度地区の変更について（十条駅周辺東地区地区計画関連） 

      （北区決定） 

 

（裏面に続く） 

 
 



 
 
      第２８３号議案 
      東京都市計画高度地区の変更について（補助８５号線沿道地区）（北区決定） 

 

報告事項 

      東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例第４条の規定に 
      よる図書の変更について（十条駅周辺東地区地区計画関連） 
 

      特定生産緑地（北区）の指定について 
 

      用途地域等の一括変更への取り組み状況について 

     

７ 閉 会     ま ち づ く り 部 長 
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資 料 １ 



東京都北区都市計画審議会条例 

昭和五一年九月三〇日条例第四七号 

改正 平成一二年三月二八日条例第三六号

（設置等） 

第一条 この条例は、都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）

第七十七条の二第一項の規定に基づき東京都北区都市計画審議会（以下「審議会」という。）を置

き、同条第三項の規定に基づき審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

（所掌事務） 

第二条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議して答申する。 

一 本区が定める都市計画に関すること。 

二 都市計画について区が提出する意見に関すること。 

三 その他区長が都市計画上必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第三条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が任命する委員をもつて組織する。 

一 学識経験のある者 五人以内 

二 区議会の議員 六人以内 

三 区内団体代表 五人以内 

四 関係行政機関の職員 四人以内 

２ 前項第一号につき任命される委員の任期は、二年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第四条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第五条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

（幹事） 

第六条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。 

３ 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。 

（委任） 

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成一二年三月二八日条例第三六号） 

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 
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東京都北区都市計画審議会運営規則 

昭和五一年九月三〇日 

規則第三六号 

  

改正 昭和五二年 八月一五日規則第二八号 昭和五四年一二月一七日規則第二九号  

   昭和五八年一〇月 一日規則第三三号 昭和五九年 三月三一日規則第一六号  

   昭和六二年 一月三〇日規則第三号 平成 二年 三月三一日規則第五号  

   平成 七年 三月二二日規則第一四号 平成一〇年 三月三〇日規則第三三号  

   平成一二年 三月三一日規則第四一号 平成一七年 三月三一日規則第五七号  

（趣旨） 

第一条 この規則は、東京都北区都市計画審議会条例（昭和五十一年東京都北区条例第四十七号）第

七条の規定に基づき、東京都北区都市計画審議会（以下「審議会」という。）の運営について必要

な事項を定めるものとする。 

（招集の通知） 

第二条 会長は、審議会を招集しようとするときは、やむを得ない場合のほか、招集期日の三日前ま

でに、議案を添えて、日時及び場所を委員に通知しなければならない。 

（欠席） 

第三条 委員は、前項の規定による招集の通知を受けた場合において事故のため出席できないときは、

あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。 

（議席） 

第四条 委員の議席は、あらかじめ会長が定める。 

（議事日程） 

第五条 会長は、議事の審議順序等を記載した議事日程を作成し、委員に配布するものとする。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、議案の審議順序を変更することができる。 

（議事の順序） 

第六条 議事は、次の順序により行うものとする。 

一 議題の宣言 

二 議案の説明 

三 質疑応答 

四 討論 

五 採決 

（委員等以外の者の出席） 

第七条 会長は、必要があると認めるときは、委員及び第十二条に規定する委員以外の者を会議に出

席させて意見を聴取し、又は説明させることができる。 

（発言の制止等） 

第八条 会長は、議事の整理上必要があると認めるときは、発言を制止し、又は議事を中止すること

ができる。 

（退席） 

第九条 委員は、開会中、退席しようとするときは、その旨を会長に申し出なければならない。 

（会議の公開） 

第十条 審議会の会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要があると認めるときは、これを非

公開とすることができる。 

２ 傍聴人の定員は、会長が定める。 

３ 会長は、傍聴人が係員の指示に従わないとき、又は会場の秩序を乱したと認めるときは、退場を

命じることができる。 

（議事録） 

第十一条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。 

一 審議会の開催年月日 

二 出席した委員の氏名 

三 議事日程 
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四 審議の概要及び結果 

五 その他審議会に関する事項 

２ 議事録は、これを公開する。ただし、発言者名等公開することにより公正かつ円滑な議事運営が

著しく損なわれると認められる部分は、この限りでない。 

３ 議事録には、会長及び会長が指名する委員が署名するものとする。 

４ 議事録は、これを公開する。 

（臨時委員等） 

第十二条 会長は、特別の事項を調査、審議させるため、必要があると認めるときは、臨時委員若干

人を置くことができる。 

２ 会長は、専門の事項を調査させるため、必要があると認めるときは、専門委員若干人を置くこと

ができる。 

３ 臨時委員及び専門委員は、区長が委嘱する。 

（臨時委員等の任期） 

第十三条 臨時委員の任期は、当該特別の事項を調査、審議する期間とする。 

２ 専門委員の任期は、当該専門の事項を調査する期間とする。 

（部会） 

第十四条 会長は、諮問事項に関する調査又は検討を行わせるため、必要があると認めるときは、部

会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が委員の中から指名する。 

（庶務） 

第十五条 審議会の庶務は、まちづくり部都市計画課において処理する。 

（雑則） 

第十六条 この規則に定めのない事項は、会長が審議会に諮つて定める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和五二年八月一五日規則第二八号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年八月一日から適用する。 

付 則（昭和五四年一二月一七日規則第二九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和五八年一〇月一日規則第三三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和五九年三月三一日規則第一六号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

付 則（昭和六二年一月三〇日規則第三号） 

この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。 

付 則（平成二年三月三一日規則第五号抄） 

１ この規則は、平成二年四月一日から施行する。 

付 則（平成七年三月二二日規則第一四号） 

この規則は、平成七年四月一日から施行する。（後略） 

付 則（平成一〇年三月三〇日規則第三三号） 

この規則は、平成十年四月一日から施行する。 

付 則（平成一二年三月三一日規則第四一号） 

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

付 則（平成一七年三月三一日規則第五七号） 

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 
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 概要  
 

東 京 都 市 計 画 都 市 計 画 区 域 の 整 備 、開 発 及 び 保 全 の 方 針 の 変 更 に つ い て  
 

１． 概  要  

東 京 都 で は 、「 都 市 計 画 区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 の 方 針 （ 都 市 計 画

区域 マ スタ ー プ ラ ン）（ 以下「 区 域マ ス 」と い う。）」を 都 市計 画 決定 し 、

広域 的・長 期的 な 視点 に 立っ て 都 市 の将 来 像を 明 確 に し、その 実 現に 向

けて の 大き な 道 筋 を示 し てお り 、 平 成２ ６ 年１ ２ 月 に 改定 さ れた 。  

今 回 、「 未 来 の 東 京 」 戦 略 ビ ジ ョ ン や 「 都 市 づ く り の グ ラ ン ド デ ザ イ

ン」に示 さ れた 方 向性 を 踏ま え る と とも に、社 会経 済 情勢 の 変化 や 国 の

動き 等 に対 応 す る ため 、東 京が 目 指す べき 将 来像 及 び 主 要な 都 市計 画 の

決定 の 方針 等 を 定 めた 区 域マ ス の 変 更を 行 うこ と と な った 。  

本件 は 、東 京 都知 事 から の 都市 計 画 法 第 18 条 1 項 に 基 づく 意 見照 会

を受 け 、北 区 都 市 計画 審 議会 に 諮 問 する も ので あ る 。  

なお 、 北区 で は 、 今回 東 京都 が 定 め る区 域 マス 素 案 に 即し て 、地 域に

密 着 し た 都 市 計 画 の 方 針 で あ る 北 区 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 2020 を

令和 ２ 年７ 月 に 策 定し て いる 。  

 

2． こ れま で の経 過  

令和 ２ 年 ７ 月  １日  都市 計 画 原 案の 縦 覧及 び 公 述 申出 書 の提 出  

～１ ５ 日  

       ８ 月２ ０ 日 公 聴 会 （計 ３ 回開 催 、 区 部１ ６ 名）  

～２ １ 日  

９月  ７日  東 京 都都 市 計画 審 議 会 （原 案 の中 間 報 告 ）  

１１ 月 13 日  北 区長 へ の意 見 照 会  

      １ ２ 月 ２ 日 都 市 計 画案 の 縦覧 及 び 意 見書 の 提出  

～１ ６ 日  

 

３． 今 後の 予 定  

  令 和２ 年 １ ２ 月２ ２ 日 北 区 都 市計 画 審議 会 に 諮 問・ 答 申  

    ３ 年  １ 月上 旬   東 京 都 へ意 見 回答  
       ２ 月頃    東 京 都 都市 計 画審 議 会 へ の諮 問  
       ３ 月頃    建 設 委 員会 へ 報告  

都市 計 画の 決 定 の 告示  
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北 区 に 関 す る 記 述 （ 抜 粋 ）  
 
＜中 枢 広域 拠 点 域 ：お お むね 環 状 第 ７号 線 の内 側 の 区 域＞  
活力 と にぎ わ い の 拠点  
 

従 来 の 生 活 拠 点 等 に

加 え 、 都 市 機 能 の 集 積

状 況 を 踏 ま え 、 こ れ ま

で 位 置 付 け の な か っ た

鉄 道 乗 車 人 員 の 特 に 多

い 駅 周 辺 等 を 、 新 た に

位置 付 け。  
 

四ツ 谷 、市ヶ 谷 、神田 、九 段下・神 保町 、御 茶ノ

水 、飯 田 橋 、茅場 町・八 丁 堀 、人形 町 、築 地 、月

島、 勝 どき 、 晴 海 、田 町 ・三 田 、 浜 松町 ・ 竹芝、

青山 一 丁目 、表 参 道、高田 馬 場、大 久保・新 大 久

保、水道 橋・春 日・後楽 園、浅 草 橋、両国 、押 上、

森下・清 澄白 河 、住吉 、門 前仲 町 、東陽 町 、新木

場 、豊 洲 、大 井町 、武蔵 小 山 、目黒 、中目 黒 、大

森、下 北 沢、三 軒 茶屋 、恵 比寿 、原 宿・明 治 神宮

前 、代 々 木 、笹塚 、中野 、中 野 坂上 、東中 野 、大

塚、巣鴨 、駒 込、板橋 、田 端、王 子 、十 条・東十

条 、日 暮 里・西日 暮里 、南 千 住 、町 屋 、大 山 、北

千住 、綾 瀬 、新 小 岩、立石 、亀有 、葛 西、西葛 西、

船堀  
 
 
＜中 枢 広域 拠 点 域 外： お おむ ね 環 状 第７ 号 線の 外 側 の 区域 ＞  
枢要 な 地域 の 拠 点  
 

従 来 の 生 活 拠 点 等 に

加 え 、 都 市 機 能 の 集 積

状 況 等 を 踏 ま え 、 鉄 道

乗 車 人 員 の 多 い 駅 周 辺

等 を 新 た に 位 置 付 け た

「地 域 の拠 点 」のう ち、

鉄 道 乗 車 人 員 が 特 に 多

い 駅 周 辺 で 区 市 町 村 マ

ス タ ー プ ラ ン に お い て

重 要 な 位 置 付 け が あ る

拠点 。  

自由 が 丘、 蒲 田 、 二子 玉 川、 荻 窪 、 赤羽 、 練馬、

金町 、小 岩 、吉 祥 寺、武蔵 境 、三 鷹、府中 、調 布、

武蔵 小 金井 、 国 分 寺、 国 立、 拝 島  

生活 の 中心 地  
 

従 来 の 生 活 中 心 地 な

ど 、 地 域 の 拠 点 以 外 の

駅 周 辺 や 商 店 街 、 大 規

模 団 地 な ど 人 々 の 活 動

や 交 流 の 中 心 の 場 を 位

置付 け 。  

大岡 山 、雪が 谷 大 塚、池 上 、雑 色 、糀谷・羽 田地

区、 田 園調 布 ・ 多 摩川 、 下丸 子 、 平 和島 駅 周辺、

洗足 池 駅周 辺 、 西 馬込 駅 周辺 、 梅 ヶ 丘、 等 々力・

尾山 台、祖 師ヶ 谷 大蔵 、豪 徳 寺・山 下、世田 谷 区

役所 周 辺、 上 町 ・ 世田 谷 ・松 陰 神 社 前、 代 田橋、

桜上 水 、世田 谷 代 田、新 代 田、東 松 原、松 原 、九

品仏 、上 野毛・中 町・東 深 沢商 店 街 、喜 多 見 、上

北沢 、八 幡山 、芦 花公 園 、大和 町 、鷺ノ 宮 、都立

家政 、 野方 、 南 阿 佐ヶ 谷 、富 士 見 ヶ 丘・ 久 我山、

北赤 羽 、赤羽 岩 淵 、西 が 丘 、赤 羽 台・桐 ケ 丘 、志

茂・ 神 谷、 浮 間 ・ 舟渡 ・ 新河 岸 、 高 島平 、 西台、

赤塚 、 常盤 台 、 本 蓮沼 、 志村 坂 上 、 志村 三 丁目、

土支 田 、大泉 町 、大泉 学 園町 、武 蔵 関、桜 台 、豊
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島園 、 中村 橋 、 富 士見 台 、練 馬 高 野 台、 新 桜台、

氷川 台、平 和台 、練馬 春 日町 、北 綾 瀬、花畑 五 丁

目地 区、六 町、見 沼代 親 水公 園、新 宿（ にい じ ゅ

く ）、 柴 又 、 京 成 小 岩 、 江 戸 川 、 篠 崎 、 一 之 江 、

三鷹 台 、井の 頭 公 園、中 河 原、東 府 中、西 府 、多

磨 、多磨 霊 園 、是 政 、白 糸台・武 蔵野 台 、北 府中 、

多摩 メ ディ カ ル・キ ャン パ ス周 辺 、府中 基地 跡 地、

つつ じ ヶ丘・柴 崎 周辺 、飛 田 給、京 王多 摩 川、多

摩川 住 宅 、布田・国 領周 辺 、西 調布 、小 平 、小川 、

恋ヶ 窪 、和 泉 多 摩 川、 ひ ばり が 丘 団 地、 東 伏見、

西武 柳 沢、 め じ ろ 台・ 狭 間、 北 野 、 京王 堀 之内、

四谷 、中 央道 八 王 子イ ン ター チ ェ ン ジ周 辺 、圏央

道八 王 子西 イ ン タ ーチ ェ ンジ 周 辺、圏央 道 高尾 山

イン タ ーチ ェ ン ジ 周辺 、鑓 水、楢 原 、小 田野 、西

立川 、西 国立 、武 蔵砂 川 、西武 立 川 、東 中 神 、中

神 、成 瀬 、多 摩境 、相原 、忠 生 、木 曽山 崎 、鶴 川

団地 、玉 川 学園 前 、つ くし 野、す ず かけ 台、日 野

バイ パ ス沿 道 、南 平、久 米川 、谷保 、矢 川 、牛 浜 ・

東福 生 ・熊 川 、 東 大和 市 駅周 辺 、 本 町・ 榎 地区、

緑が 丘 、南 多摩 、矢 野口 、稲 城 長沼・稲 城 、羽村 、

小作 、東 秋留 、秋 川、武 蔵 引田 、武 蔵増 戸 、武蔵

五日 市、箱 根ケ 崎 、殿 ケ谷 、谷 戸 地 区・塩田 地 区  
など  

これ ら の拠 点 等 の ほか 、 風情 あ る 街 並み が 保全 さ れ て いる 、 又は 農 業など

産業 の 面か ら 拠 点 的な 地 域と な っ て いる 等 、際 立 っ た 個性 や ポテ ン シャル

を有 す る地 域 が あ る。  
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輝かしい東京の実現に向けた主な計画 

（主要な都市施設などの整備目標） 

主要 な 都市 計 画 の 決定 の 方針 を 踏 ま え、 関 係機 関 な ど との 調 整を 図りな

がら 実 施し て い く 。お おむ ね 10 年 以内 に 整備 を 予 定 して い る主 な 事業は

以下 の とお り で あ る。  

 

＜都 市 施設 ＞  

○交 通 施設  

整備 内 容  整備 目 標  

連続 立 体交 差 事 業   ＪＲ 埼 京線 （ 十 条 駅付 近 ）  

 

＜都 市 防災 ＞  

○災 害 に強 い 都 市 の形 成  

整備 内 容   整備 目 標  

市 街 地 の 延 焼 を 遮 断 し 、 避 難 路 や 緊

急 車 両 の 通 行 路 と な る 特 定 整 備 路 線

の整 備  

２０ ２ ５年 度 ま で に全 線 整備  

 

＜自 然 的環 境 の 整 備又 は 保全 ＞  

○公 園 など の 整 備  

おお む ね 10 年 以 内に 整 備す る 主 な 都市 計 画公 園 ・ 緑 地  

特別 区 事業  荒川 緑 地、 赤 羽 台 のも り 公園  
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人が輝く東京の個性ある地域づくり（特色ある地域の将来像）  
 拠 点 や主 な 生 活 の中 心 地の 将 来 像 につ い て以 下 に 示 す。  
 
＜中 枢 広域 拠 点 域 ：お お むね 環 状 第 ７号 線 の内 側 の 区 域＞  
 
北部  
地域  将来 像  
荒川  
隅田 川  
周辺  

○ス ー パー 堤 防 や 高規 格 堤防 の 整 備 に併 せ て 、木 造 住 宅密

集 地 域 で は 都 市 計 画 道 路 の 整 備 に 併 せ た 延 焼 遮 断 帯 や

避難 路・救 援 路の 形成 、建築 物 の不 燃化・耐 震 化 や共 同

化 、無 電 柱化 な ど が進 み 、みど り 豊 かで 良 好な 住 環 境を

備え た 安全 な ま ち に再 生  
○ス ー パー 堤 防 や 高規 格 堤防 な ど に よる 河 川整 備 が 進 み、

水 辺 へ の ア ク セ ス 路 の 設 置 な ど に よ る 親 水 空 間 が 充 実

する と とも に 水 と 緑の 軸 を形 成 す る こと に より 、潤 いの

ある 空 間を 創 出  
 
 
活力 と にぎ わ い の 拠点  
地域  将来 像  
田端  
駒込  

○個 性 的な 飲 食・物販 店 等の 商 業 施 設や 文 化・交 流 施 設な

どが 集 積し 、道 路 整備 や 住宅 の 更 新 によ り 防災 性 が 向上

する と とも に 、 歴 史や 文 化が 感 じ ら れる 拠 点を 形 成  
（田 端 ）  
・駅周 辺 では 、業 務機 能 を中 心 に 、商業・ サ ービ ス 機 能の

集積 が 進む と と も に 、か つ ての 文 士 村の お もか げ を 残す

みど り 豊か な 街 並 みが 保 全さ れ る こ とに よ り 、神 社 、仏

閣 、庭 園 など の 景 観資 源 をい か し た 落ち 着 きと 潤 い のあ

る活 力 とに ぎ わ い の拠 点 を形 成  
（駒 込 ）  
・ソメ イ ヨシ ノ 発 祥の 地 の魅 力 を 発 信す る とと も に 、旧古

河庭 園 や六 義 園 が 文化 財 とし て 保 全 され る だけ で な く、

ユニ ー クベ ニ ュ ー とし て の活 用 や 、 周辺 の 庭園 、 公 園、

文化 財 との 連 携 な どを 図 り 、教 育・交流 の 場が 周 辺 のま

ちと 調 和し た 活 力 とに ぎ わい の 拠 点 を形 成  
十条 ・  
東十 条  

・十条 駅 付近 の 道 路と 鉄 道の 立 体 交 差化 に 併せ 、道 路 整備

や 駅 周 辺 の ま ち づ く り 、 木 造 住 宅 密 集 地 域 の 改 善 が 進

み、 安 全で 利 便 性 の高 い 市街 地 を 形 成  
・地域 に 根差 し た 商店 街 のさ ら な る 活性 化 やま ち づ く りを

契機 と した 居 住 機 能 、公 共・公 益 機 能な ど 高齢 社 会 にも

対応 し た機 能 を 集 積し 、魅 力あ る 活 力と に ぎわ い の 拠点

を形 成  
・木造 住 宅密 集 地 域に お いて 、特 定 整備 路 線や 防 災 生 活道

路等 の 整備 、建築 物の 不 燃化・耐 震 化や 共 同化 、無電 柱

化な ど が進 み 、 安 全な 市 街地 を 形 成  
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王子  ・新区 庁 舎の 建 設 を契 機 とし て 、駅 周辺 の 土地 の 高 度 利用

と整 備 によ り 交 通 結節 機 能の 充 実 や 、商業・業務 や 行政

等の 機 能集 積 が 進 み 、飛 鳥 山や 石 神 井川 の 水と み ど りが

調和 し た 、歴 史 や 文化 が 感じ ら れ る にぎ わ いの あ る 拠点

を形 成  
・都市 基 盤整 備 と 合わ せ 、商業 、業 務を 中 心と し つ つ 、住

宅 な ど も 含 む 多 様 な 機 能 や 地 域 特 性 を 踏 ま え た 機 能 が

集積 す る、 活 力 と にぎ わ いの 拠 点 を 形成  
板橋  ・駅 周 辺は 、土 地 の高 度 利用 や 都 市 基盤 の 整備 に よ り 、商

業、居 住、文化 な どの 機 能が 集 積 す ると と もに 、駅同 士

の回 遊 性を 生 か し 、にぎ わ いや 交 流 が生 ま れる 活 力 とに

ぎわ い の拠 点 を 形 成  
・木造 住 宅密 集 地 域に お いて 、特 定 整備 路 線や 防 災 生 活道

路等 の 整備 、建 築 物の 不 燃化・耐 震 化や 共 同化 な ど が進

み、 安 全な 市 街 地 を形 成  
 
 
際立 っ た個 性 や ポ テン シ ャル を 有 す る地 域  
地域  将来 像  
尾久  ・既存 の もの づ く り産 業 の集 積 と 新 たな 都 市型 産 業 の 育成

が 進 む な ど 産 業 と 住 宅 が 調 和 し た 拠 点 を 形 成 す る と と
もに 、国 内最 大 級 の中 里 貝塚 の 歴 史 的資 源 を中 心 に 交流
の 場 や 周 辺 の ま ち と 調 和 し た 際 立 っ た 個 性 や ポ テ ン シ
ャル を 有す る 地 域 を形 成  

・木 造 住宅 密 集地 域に お いて 、防災 生活 道 路等 の 整 備 、建
築物 の 不燃 化・耐 震化 、無電 柱 化な どが 進 み、安 全な 市
街地 を 形成  
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＜新 都 市生 活 創 造 域： お おむ ね 環 状 第７ 号 線の 外 側 の 区域 ＞  
 
環 状 7 号 線 外側 （ 北西 部 ・西 部 ）  
地域  将来 像  

環 7 周 辺  ○木 造 住宅 密 集 地 域で は 、都市 計 画 道路 の 整備 に 併 せ た延
焼遮 断 帯や 避 難 路・救 援 路の 形 成、建築 物 の不 燃 化・耐
震化 や 共同 化 、無 電柱 化 など が 進 み 、みど り 豊か で 良好
な住 環 境を 備 え た 安全 な まち に 再 生  

○河 川 や道 路 に よ るみ ど りの 軸 な ど を中 心 に 、み ど り 豊か
な潤 い ある 街 並 み を形 成  

環 8 周 辺  ○生 活 の足 と な る 身近 な 公共 交 通 が、駅や 公 共・公 益 施設 、
周辺 地 域の 拠 点 間 など を 結び 、利 便 性の 高 い市 街 地 を形
成  

 
枢要 な 地域 の 拠 点  
地域  将来 像  
赤羽  ・交 通結 節 性を 生 かし 、商 業、教 育、文化 機 能等 の 集 積 や、

駅周 辺 再開 発 な ど の適 切 な高 度 利 用 の促 進 によ り 、利便
性の 高 いに ぎ わ い のあ る 枢要 な 地 域 の拠 点 を形 成  

・大規 模 団地 の 更 新が 進 み 、生 活 利 便機 能 の整 っ た 良 好な
住空 間 を形 成  

・木造 住 宅密 集 地 域に お いて 、特 定 整備 路 線や 防 災 生 活道
路等 の 整備 、建築 物の 不 燃化・耐 震 化や 共 同化 、無電 柱
化な ど が進 み 、安 全な 市 街地 を 形 成 する と とも に 、良好
な住 環 境と 地 域 コ ミュ ニ ティ を 形 成  

 
生活 の 中心 地  
地域  将来 像  
赤羽 台 ・  
桐ケ 丘  

・大規 模 団地 の 建 替え に 当た っ て は 、団地 内 と周 辺 の 環境
に配 慮 しつ つ 、 土 地の 有 効利 用 が 進 めら れ ると と も に、
生活 利 便施 設 な ど の立 地 が誘 導 さ れ 、良好 な 住環 境 を有
する 生 活の 中 心 地 を形 成  

西が 丘  ・ナシ ョ ナル ト レ ーニ ン グセ ン タ ー など に よる ハ イ パ フォ
ー マ ン ス ス ポ ー ツ セ ン タ ー の 立 地 を 生 か し た ス ポ ー ツ
を身 近 に楽 し め る 空間 を 形成 し 、オ リン ピ ック・パ ラリ
ンピ ッ クに よ る レ ガシ ー が引 き 継 が れ 、ト ッ プア ス リー
トと の 交流 な ど が 進み 、誰 もが 健 や かに 暮 らせ る 生 活の
中心 地 を形 成  

浮間 ・  
舟渡 ・  
新河 岸  

・産業 の 集積 と 、みど り 豊か な 環 境 や良 好 な交 通 ア ク セス
を生 か し 、都 市 型 産業 の 育成 が 進 む など 、地 域の 特 性を
生か し 、産 業 と 住 宅が 調 和し た 活 力 のあ る 地域 を 形 成  

・浮間 舟 渡駅 周 辺 の都 市 基盤 の 整 備 と工 場 の域 内 再 配 置の
誘導 な どに よ り 、内陸 部 にお け る 工 業の 集 積及 び 、都市
型産 業 の育 成 が 進 むな ど 、地域 の 特 性を い かし た 住 工が
共存 し た、 活 力 あ る生 活 の中 心 地 を 形成  

「生 活 の中 心 地 」 は上 記 のほ か 、 北 赤羽 、 赤羽 岩 淵 、 志茂 ・ 神谷 が ある。  
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概要 

 
東 京 都 市 計 画 都 市 再 開 発 の 方 針 の 変 更 に つ い て  

 

１． 要   旨  

  「 都 市 再 開 発 の 方 針 」 は 、 市 街 地 に お け る 再 開 発 の 各 種 施 策 を 長

期 的 か つ 総 合 的 に 体 系 づ け た マ ス タ ー プ ラ ン と し て 定 め る も の で 、 
 平 成 2７ 年 3 月 に改 定 され た 。  

今回 、「未 来 の東 京 」戦 略 ビ ジョ ン や「 都市 づ くり の グ ラ ンド デ ザイ ン」

で示 さ れた 方 向 性、「都 市計 画 区域 の 整備 、開 発 及び 保 全の 方 針（ 都市 計

画区 域 マス タ ー プ ラン ）」を 実効 性 の ある も のと す る た め、再 開発 の 適正

な誘 導 と計 画 的 な 推進 を 図る こ と を 目的 と して 、 都 市 計画 変 更を 行うこ

とと な った 。  

本件 は、東 京 都知 事か ら の都 市 計 画 法 第 18 条 1 項 に 基づ く 意見 照 会

を受 け 、北 区 都 市 計画 審 議会 に 諮 問 する も ので あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市再開発の方針の位置付け＞ 
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２． 主 な変 更 点  

  ま ちづ く り に 関す る 各種 施 策 と 整合 を 図る た め 、 地区 区 分の 見 直し、

新規 指 定、 区 域 の 変更 等 を行 う。（ 別 図参 照 ）  

＜変 更 概要 ＞  

 １ 号 市街 地 ： 変 更な し （河 川 を 除 く、 北 区全 域 ）  

 ２ 号 地区 （ 再 開 発促 進 地区 ）： 15 地区  ⇒  16 地区  

  ・ 既  定 ：14 地 区     

  ・ 新規 追 加 ： 1 地 区 （王 子 駅 周 辺地 区 ）    

  ・ 区域 変 更 ： 1 地 区 （区 域 拡 大 ：赤 羽 駅東 口 一 番 街地 区 ）  

 誘 導 地区 ： 7 地 区 ⇒ 10 地 区  

  ・ 既  定 ： 5 地 区  

  ・ 新規 追 加 ： 3 地 区 （東 十 条 駅 周辺 地 区、 田 端 駅 周辺 地 区、 駒 込駅周

辺地 区 ）  

 ・区 域 変更：2 地 区（2 号 地区 へ の 格 上げ に 伴う 区 域 減 少：王 子 地区、

赤羽 駅 東地 区 ）  

 
＜ 地 区 の 区 分 に つ い て ： 都 市 再 開 発 法 第 二 条 の 三 ＞  

・ 1 号 市 街 地 ： 計 画 的 な 再 開 発 が 必 要 な 市 街 地 で あ り 、 計 画 的 な 再 開 発 を

行 う こ と に よ り 、 都 市 づ く り ビ ジ ョ ン で 示 す 既 成 市 街 地 の

う ち 、 東 京 都 都 市 全 体 の 機 能 の 回 復 、 向 上 に 貢 献 す る こ と

と な る 範 囲 。  

・ 2 号 地 区 ： 

（ 再 開 発 促 進 地 区 ） 

1 号 市 街 地 の 中 で 特 に 一 体 的 か つ 総 合 的 に 市 街 地 の 再 開 発

を 促 進 す べ き 相 当 規 模 の 地 区 。  

・ 誘 導 地 区 ： 1 号 市 街 地 の う ち 、 2 号 地 区 に 至 ら な い が 、 都 市 づ く り ビ

ジ ョ ン や 都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プ ラ ン を 実 効 性 あ る も の と

す る 上 で 、 効 果 が 大 き く 、 ま た 再 開 発 が 望 ま し い な ど に よ

り 、 今 後 、 再 開 発 機 運 の 醸 成 等 を 図 り 、 再 開 発 に 関 す る 公

共 及 び 民 間 の 役 割 を 明 確 に し て い く べ き 地 区 。  

３． 経   過  

令和 ２ 年 ７ 月  １日  都市 計 画 原 案の 縦 覧及 び 公 述 申出 書 の提 出  

～１ ５ 日  

       ８ 月２ ０ 日 公 聴 会 （計 ３ 回開 催 、 区 部１ ６ 名）  

～２ １ 日  

９月  ７日  東 京 都都 市 計画 審 議 会 （原 案 の中 間 報 告 ）  

１１ 月 １３ 日  都 市計 画 案の 北 区 長 への 意 見照 会  

１２ 月  ２ 日  都 市計 画 案の 縦 覧 及 び意 見 書の 提 出  

～１ ６ 日  

４． 今 後の 予 定  
  令 和２ 年 １ ２ 月２ ２ 日 北 区 都 市計 画 審議 会 に 諮 問・ 答 申  

    ３ 年  １ 月上 旬   東 京 都 へ意 見 回答  
       ２ 月    東 京 都 都市 計 画審 議 会 へ の諮 問  

３月     建 設 委員 会 へ報 告  

都市 計 画の 決 定 の 告示  
 

4



都市再開発方針の附図（総括図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                  

             

                   

                

                   

                    

 

 

北2・板1 
浮間舟渡駅周辺 

北16 
桐ケ丘 

北7 
北赤羽駅浮間口周辺 

北18 
赤羽台周辺 

北14【区域拡大】 
赤羽駅東口一番街 

北15 
志茂東 

北8 
環状7号線沿道 

北12 
十条 

北20 
豊島五・六丁目 

北21 
豊島四丁目 

北19 
補助88号線沿道 

北23【新規】 
王子駅周辺 

北22 
上中里 

北17 
西ケ原外大跡地周辺 

北5 
田端 

北オ 
浮間北部 

北ス 
浮間舟渡駅周辺 

北サ 
赤羽西 

北カ【区域変更】 
赤羽駅東口 

北セ【新規】 
東十条駅周辺 

北ア【区域変更】 
王子 

北ク 
滝野川西部 

北キ 
西ケ原西部 

北タ【新規】
駒込駅周辺 

北ソ【新規】
田端駅周辺 

この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝１：２，５００）を使用（３１都市基交第１９６号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。 
（承認番号）３１都市基街都第１１号、平成３１年４月１８日 

北9 
豊島 

凡     例 

１ 号 市 街 地 
 

2 号地区 

再 開 発 促 進 地 区 
 

誘 導 地 区  

 SCALE 

２号地区（再開発促進地区） 

番号 地区名 備考 

北２．板１ 浮間舟渡駅周辺地区  

北５ 田端地区  

北７ 北赤羽駅浮間口周辺地区  

北８ 環状７号線沿道地区  

北９ 豊島地区  

北１２ 十条地区  

北１４ 赤羽駅東口一番街地区 区域拡大 

北１５ 志茂東地区  

北１６ 桐ヶ丘地区  

北１７ 西ケ原外大跡地周辺地区  

北１８ 赤羽台周辺地区  

北１９ 補助 88 号線沿道地区  

北２０ 豊島五・六丁目地区  

北２１ 豊島四丁目地区  

北２２ 上中里地区  

北２３ 王子駅周辺地区 新規 

 

誘導地区 

番号 地区名 備考 

北ア 王子地区 区域変更 

北オ 浮間北部地区  

北カ 赤羽駅東口地区 区域変更 

北キ 西ケ原西部地区  

北ク 滝野川西部地区  

北サ 赤羽西地区  

北ス 浮間舟渡駅周辺地区  

北セ 東十条駅周辺地区 新規 

北ソ 田端駅周辺地区 新規 

北タ 駒込駅周辺地区 新規 

別 図

5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２７９号議案「東京都市計画地区計画の決定に

ついて（岸町二丁目地区地区計画）」（北区決定）

に関する資料 
 

 

 

 

 

 

 

（１）諮問文（写）                    ・・・・１ 

（２）概要書                       ・・・・２ 

（３）位置図                       ・・・・３ 

（４）計画書                       ・・・・４ 

（５）総括図                       ・・・・７ 

（６）計画図１、２及び参考図（方針附図）         ・・・・８ 

（７）都市計画の案の理由書                ・・・・11 

（８）都市計画の案に対する意見書の要旨と見解       ・・・・12 

（９）東京都知事の協議結果通知書（写）          ・・・・13 

 

 

 

 

資 料 ４ 



1

■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■

印影を加工しています



 

 

概要書 

 

東京都市計画地区計画の決定について 

 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

   東京都市計画地区計画 岸町二丁目地区地区計画 

 

２ 位  置 

   北区岸町二丁目各地内 

 

３ 決定内容 

  【別紙】「計画書」、「総括図」、「計画図」のとおり 

 

４ 決定理由 

  【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 

 

５ 意見要旨と見解 

  【別紙】「都市計画の案に対する意見書の要旨と見解」のとおり 

      ※「都市計画の原案に対する意見書」提出なし 

 

６ これまでの経過と今後の予定 

令和２年 9 月 9、10 日 都市計画原案説明会資料配布 

 9 月 23 日～10 月 7 日 都市計画の原案の公告・縦覧 

 9 月 23 日～10 月 14 日 同上意見書の提出 

 11 月 2 日 東京都知事協議（意見がない旨の通知） 

 11 月 19、20 日 都市計画案資料配布 

 12 月 2 日～12 月 16 日 都市計画の案の公告・縦覧・意見書提出 

 12 月 22 日 北区都市計画審議会 

令和３年 3 月上旬 都市計画の決定告示 
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東京都市計画地区計画の決定（北区決定） 

都市計画岸町二丁目地区地区計画を次のように決定する。 
名  称 岸町二丁目地区地区計画 

位  置※ 北区岸町二丁目各地内 

面  積※ 約４．８ha 

地区計画の目標 

本地区はＪＲ京浜東北線東十条駅の西側沿線に位置し、武蔵野崖線とＪＲ京浜東北線に挟まれた低地に広がる木造住宅市街地であ

る。「東京都防災都市づくり推進計画」では、本地区を重点整備地域に位置付け、防災生活道路の整備や不燃化等を推進する「木密地

域不燃化１０年プロジェクト」に取り組み、安全な市街地の形成を目指している。 

また「北区都市計画マスタープラン２０２０」では、十条・東十条駅周辺を、区内の都市活動を支える「都市中心拠点」の一つに位

置付け、にぎわいや交流が生まれる拠点としての魅力向上を図るとしており、「十条地区まちづくり基本構想」においても、安全で安

心して暮らせる利便性の高い地区を目標に掲げ、都市計画事業を始め、様々な事業を展開している。 

本地区計画は、東十条駅に近接する利便性をいかした良好な居住環境を形成するとともに、地区の防災性の向上等を図る。 

 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の 

方針 

東十条駅と十条駅を結ぶ商店の中に、重点的に改善すべき木造密集市街地がある一方で、武蔵野崖線のみどりが残る地区特性を踏ま

え、地区内を次のように区分し、土地利用の方針を定める。 

１ 近隣商業地区 

東十条駅周辺と十条駅周辺を連絡する、利便性の高い近隣商業地として維持するとともに、より一層の活性化を図る。 

２ 住居地区 

低中層住宅を中心とした土地利用を誘導し、敷地の細分化防止や緑地の保全等による崖線を活かした連続したまちなみの形成によ

り、木造密集市街地の防災性の向上及び居住環境の改善を図り、安全でゆとりと潤いのある住宅市街地の形成を図る。 

 

地区施設の 

整備の方針 

１ 住宅地内の交通の主要動線となり、震災時の消防活動困難区域の解消や延焼防止及び避難行動の円滑性、平常時の歩行者の安全性

を確保するため、主要生活道路の拡幅整備を段階的に進め、道路ネットワークの形成を図る。また、地区内の道路ネットワークを形

成する未整備の道路については、段階的に主要生活道路に位置付け整備を進める。 

２ 地区のゆとり空間を創出し、居住環境の向上に資するとともに、災害時の延焼防止や防災広場としての機能を維持するための公園

を地区施設として定める。 

 

建築物等の 

整備の方針 

良好な居住環境の形成と地区の防災性の向上のため、地区の特性に応じて以下の事項を定める。 

１ 良好な居住環境の創出を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

２ 土地の細分化を防止して延焼危険の低減と居住環境の向上を図るため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

３ 防災性の向上と良好な居住環境の形成のため、壁面の位置の制限を定める。 

４ 地区の良好な街並みの形成を図るため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

５ 避難時の安全性の向上と緑豊かで良好な居住環境の形成を図るため、垣又はさくの構造の制限を定める。 
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その他当該 

地区の整備 

・開発及び

保全に関す

る方針 

地区内では、崖線の安全性を確保しつつ現存する緑の再生に努めるとともに、植栽可能な空間を有効に活用して緑化を推進し、崖線

を軸とした緑豊かな街並みを形成する。 

地
区
整
備
計
画 

地区施設の

配置及び規

模 

種類 名称 規模 備考 

公園 

公園１号 約３２０㎡ 既設 

公園２号 約３４０㎡ 既設 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 近隣商業地区 住居地区 

面積 約０．０ha（約３９０㎡） 約４．８ha 

建築物等の 

用途の制限※ 

次に掲げるものは建築してはならない。 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和二十三年法律第百二十二号。）第二条第一項第二号から第

五号に掲げる営業の用に供する建築物 

 

― 

― 

  建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号。）別表第二

（に）項第三号に規定するボーリング場等の運動施設 

 

建築物の 

敷地面積の 

最低限度 

６５㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する本規定に適合しない土地については、その全部を一つの敷地として使用する場合、

この限りではない。 

１ 本地区計画の都市計画決定の告示日において、現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その

他の権利に基づいて建築物の敷地として使用することとなる土地  

２ 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第十四項に規定する公共施設の整備により分割された土地 

３ 同上公共施設の整備により代替地として譲渡された土地 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

壁面の位置の 

制限 
― 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線ま

での距離は、０．４ｍ以上（ただし、床面積に算入されな

い出窓の外壁等は除く）としなければならない。 

 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

１ 建築物の屋根又は外壁の基調となる色彩は、低・中彩度の範囲内を原則とし、周辺環境と調和した落ち着きのある色彩に

するとともに、形態、意匠は周辺の街並みと調和したものとする。 

２ 屋外広告物等の色彩、形態、意匠は、周辺の街並みに配慮したものとし、回転灯は使用してはならない。また、腐朽し、

腐食し、破損し又は燃焼しやすい材料を使用してはならない。 

 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生け垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合はこの限りでない。 

１ フェンス等の基礎で地盤面から高さ０．５ｍ以下のもの 

２ 法令等の制限上やむを得ないもの 

 

土地の利用に関する 

事項 

 緑豊かな街並みを形成するため、崖線の安全性を確保しつつ現存する緑の再生に努めるとともに、生垣造成やベランダ緑化

等による敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化などにより、緑化を推進する。特に大規模敷地や公共空間においては積極的に取り

組む。 

 

※は知事協議事項 

「区域、地区の区分、整備計画区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

理由 ： 東十条駅に近接する利便性をいかした良好な居住環境を形成するとともに、地区の防災性の向上等を図るため、地区計画を決定する。 
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都市計画の案の理由書  
 

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 地 区 計 画  

  岸 町 二 丁 目 地 区 地 区 計 画  

 

２  理  由  

  本 地 区 は J R 京 浜 東 北 線 東 十 条 駅 の 西 側 沿 線 に 位 置 し 、 武 蔵

野 崖 線 と J R 京 浜 東 北 線 に 挟 ま れ た 低 地 に 広 が る 木 造 住 宅 市 街

地 で あ る 。「 東 京 都 防 災 都 市 づ く り 推 進 計 画 」で は 、本 地 区 を 重

点 整 備 地 域 に 位 置 付 け 、防 災 生 活 道 路 の 整 備 や 不 燃 化 等 を 推 進

す る 「 木 密 地 域 不 燃 化 １ ０ 年 プ ロ ジ ェ ク ト 」 に 取 り 組 み 、 安 全

な 市 街 地 の 形 成 を 目 指 し て い る 。  

  ま た 「 北 区 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン ２ ０ ２ ０ 」 で は 、 十 条 ・

東 十 条 駅 周 辺 を 、 区 内 の 都 市 活 動 を 支 え る 「 都 市 中 心 拠 点 」 の

一 つ に 位 置 付 け 、に ぎ わ い や 交 流 が 生 ま れ る 拠 点 と し て の 魅 力

向 上 を 図 る と し て お り 、「 十 条 地 区 ま ち づ く り 基 本 構 想 」に お い

て も 、安 全 で 安 心 し て 暮 ら せ る 利 便 性 の 高 い 地 区 を 目 標 に 掲 げ 、

都 市 計 画 事 業 を 始 め 、 様 々 な 事 業 を 展 開 し て い る 。  

本 地 区 計 画 は 、 東 十 条 駅 に 近 接 す る 利 便 性 を い か し た 良 好 な

居 住 環 境 を 形 成 す る と と も に 、 地 区 の 防 災 性 の 向 上 等 を 図 る た

め に 、面 積 約 ４ ．８ ヘ ク タ ー ル の 区 域 に つ い て 、「 岸 町 二 丁 目 地

区 地 区 計 画 」 を 決 定 す る 。  
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都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 

 

下記に係る都市計画の案を、都市計画法（以下「法」という。）第１７条第１項の規定に基づき、令和２年１２月２日から１２月１６日までの２

週間公衆の縦覧に供したところ、法第１７条第２項の規定により、同期間中に〇通（〇名）の意見書の提出があった。その意見書の要旨及び北区の

見解は次のとおりである。 

 

都市計画の種類及び名称 

東京都市計画地区計画 岸町二丁目地区地区計画 

 

意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 

Ⅰ 賛成意見に関するもの  （なし）  

 

 

 

Ⅱ 反対意見に関するもの  （なし）  

 

 

 

Ⅲ その他の意見  （なし）  

 

 

 

  

※本都市計画案に対する意見書の提出期間は、令和２年１２月２日から令和２年１２月１６

日まで予定しており、意見書の要旨等については、都市計画審議会本審当日に配布します。 
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第２８０号議案「東京都市計画地区計画の決定に
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■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■

印影を加工しています



 

 

概要書 

 

東京都市計画地区計画の決定について 

 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

   東京都市計画地区計画 十条駅周辺東地区地区計画 

 

２ 位  置 

   北区上十条一丁目、中十条二丁目及び中十条三丁目各地内 

 

３ 決定内容 

  【別紙】「計画書」、「総括図」、「計画図」のとおり 

 

４ 決定理由 

  【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 

 

５ 意見要旨と見解 

  【別紙】「都市計画の案に対する意見書の要旨と見解」及び 

「都市計画の原案に対する意見書の要旨と見解【参考】」のとおり 

 

６ これまでの経過と今後の予定 

令和２年 9 月 9、10 日 都市計画原案説明会資料配布 

 9 月 23 日～10 月 7 日 都市計画の原案の公告・縦覧 

 9 月 23 日～10 月 14 日 同上意見書の提出 

 11 月 2 日 東京都知事協議（意見がない旨の通知） 

 11 月 19、20 日 都市計画案資料配布 

 12 月 2 日～12 月 16 日 都市計画の案の公告・縦覧・意見書提出 

 12 月 22 日 北区都市計画審議会 

令和３年 3 月上旬 都市計画の決定告示 
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東京都市計画地区計画の決定（北区決定） 

都市計画十条駅周辺東地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 十条駅周辺東地区地区計画 

位  置※ 北区上十条一丁目、中十条二丁目及び中十条三丁目各地内 

面  積※ 約１８．９ha 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ埼京線十条駅の東側沿線に位置し、個性豊かな地域密着型の商店街が集積している一方で木造住宅が密集する市街地

が広がっている。「東京都防災都市づくり推進計画」では、本地区を重点整備地域に位置付け、防災生活道路の整備や不燃化等を推進

する「木密地域不燃化１０年プロジェクト」に取り組み、安全な市街地の形成を目指している。 

また「北区都市計画マスタープラン２０２０」では、十条・東十条駅周辺を、区内の都市活動を支える「都市中心拠点」の一つに位

置付け、にぎわいや交流が生まれる拠点としての魅力向上を図るとしており、「十条地区まちづくり基本構想」においても、安全で安

心して暮らせる利便性の高い地区を目標に掲げ、都市計画事業を始め、様々な事業を展開している。 

本地区計画は、ＪＲ埼京線の十条駅付近鉄道立体交差事業や関連都市計画道路事業に伴い、十条駅に近接する利便性をいかした良好

な居住環境を形成するとともに、地区の防災性の向上等を図る。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の 

方針 

幹線道路の拡幅整備及び鉄道連続立体化の推進に伴う、道路ネットワークの形成による利便性の向上と高架下に創出される空間の有

効活用により、地区全体の回遊性を高め、にぎわいづくりを見据えるとともに、重点的に改善すべき木造密集市街地である地区特性を

踏まえ、地区内を次のように区分し、土地利用の方針を定める。 

１ 環７沿道地区 

都市計画道路環状第７号線の延焼遮断帯及び避難路としての機能確保とともに、既定の北区環状七号線沿道地区計画の整備方針に基

づき、後背市街地への道路交通騒音に配慮し、中高層住宅や商業・業務系施設を中心とした主要幹線道路沿道にふさわしい適切かつ合

理的な土地利用を図る。 

２ ８５号線沿道地区 

十条駅周辺のにぎわいの拠点及び補助第 85号線の沿道形成を担う地区として、十条駅に近接する幹線道路の沿道にふさわしい商業・

業務・住宅の立地を誘導する。建築物の不燃化と一定の高度利用を促進し、延焼遮断帯の形成を図る。 

３ 近隣商業地区 

駅前広場の整備等に合わせた、地区の顔となる駅前空間としてより一層の活性化を進めるとともに、東十条駅周辺と十条駅周辺を連

絡する、利便性の高い近隣商業地として維持を図る。 

４ 住居地区Ａ 

低中層住宅を中心とした土地利用を誘導し、敷地の細分化防止等により、木造密集市街地の防災性の向上及び居住環境の改善を図り、

安全でゆとりと潤いのある住宅市街地の形成を図る。また、鉄道付属街路沿道においては、沿道のにぎわいづくりに向けた、合理的か

つ健全な土地利用を図る。 

 

4



 

５ 住居地区Ｂ 

敷地の細分化防止等により、木造密集市街地の防災性の向上及び居住環境の改善を進め、安全でゆとりと潤いのある住宅市街地の形

成を図る。 

６ 高架下利用地区 

ＪＲ埼京線の十条駅付近鉄道立体交差化にあわせて、周辺の住宅や商業施設との調和を図りつつ、地域のにぎわいづくりや利便性向

上に向けた機能の誘導と高架下の有効活用を図る。 

 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区施設の

整備の方針 

１ 地区一帯の交通処理機能を担い、災害時は避難等を行う動線としての役割を果たすため、都市計画道路補助第８３号線に接続する

地区幹線道路を地区施設として定める。 

２ 住宅地内の交通の主要動線となり、震災時の消防活動困難区域の解消や延焼防止及び避難行動の円滑性、平常時の歩行者の安全性

を確保するため、主要生活道路を地区施設として定める。また地区内の道路ネットワークを形成する未整備の道路については、段階

的に主要生活道路に位置付け、整備を進める。 

３ 生活道路としての機能とともに、災害時の円滑な避難等を行う動線としての機能を確保し、道路のネットワーク化を図るため、区

画道路を地区施設として定める。 

４ 地区のゆとり空間を創出し、居住環境の向上に資するとともに、災害時の延焼防止や防災広場としての機能を維持するための公園

を地区施設として定める。 

 

建築物等の 

整備の方針 

良好な居住環境の形成と地区の防災性の向上のため、地区の特性に応じて以下の事項を定める。 

１ 良好な居住環境の創出を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

２ 土地の細分化を防止して延焼危険の低減と居住環境の向上を図るため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

３ 防災性の向上と良好な居住環境の形成のため、壁面の位置の制限を定める。 

４ 地区の良好な街並みの形成を図るため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

５ 避難時の安全性の向上と緑豊かで良好な居住環境の形成を図るため、垣又はさくの構造の制限を定める。 

 

その他当該 

地区の整備 

・開発及び

保全に関す

る方針 

地区内では、現存する緑の維持・保全を図るとともに、植栽可能な空間を有効に活用して緑化を推進し、緑豊かな街並みを形成する。 
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地
区
整
備
計
画 

地区施設の

配置及び規

模 

種類 名称 幅員 ( )は地区外を含めた全幅員 延長 備考 

道路 

地区幹線道路１号※ ５ｍ（１０～１１ｍ） 約８５ｍ 既設 

主要生活道路１号 ３．５～７ｍ（７ｍ） 約８６ｍ 既設 

主要生活道路２号 ２～３ｍ（６ｍ） 約１７０ｍ 拡幅 

主要生活道路３号※ ３～１１ｍ（６～２２ｍ） 約４２０ｍ 既設 

区画道路１号 ２ｍ（４ｍ） 約１５０ｍ 拡幅 

公園 

名称 規模 備考 

公園１号 約３６５㎡ 既設 

公園２号 約５２４㎡ 既設 

緑地１号 約１，０３５㎡ 既設 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

名称 環７沿道地区 ８５号線沿道地区 近隣商業地区 住居地区Ａ 住居地区Ｂ 高架下利用地区 

面積 約０．２ha 約３．６ha 約１．７ha 約９．５ha 約２．４ha 約１．５ha 

建築物等の 

用途の制限※ 

次に掲げるものは建築してはならない。 

― 

次に掲げるものは

建築してはならな

い。 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和二十三年法律第百二十二号。以下、「風営法」とい

う。）第二条第一項第二号から第五号に掲げる営業の用に

供する建築物 

 

― 

１ 風営法第二条第

一項第二号から第

五号まで、第六項

第一号から第六号

まで並びに第九項

に掲げる営業の用

に供する建築物 

２ 法別表第二（に）

項第三号に規定す

るボーリング場等

の運動施設 

 

ただし、鉄道事業法

（昭和六十一年法律

第九十二号）第八条

第一項に規定する鉄

道施設及びそれに付

属するものは除く 

 

― 

 建築基準法（昭和

二十五年法律第二百

一号。以下、「法」と

いう。）別表第二（に）

項第三号に規定する

ボーリング場等の運

動施設 

― 

 法別表第二（に）

項第三号に規定す

るボーリング場等

の運動施設 

― 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の 

敷地面積の 

最低限度 

８０㎡ ６５㎡ 

― 

ただし、次の各号のいずれかに該当する本規定に適合しない土地については、その全部を一つの敷地

として使用する場合、この限りではない。 

１ 本地区計画の都市計画決定の告示日において、現に建築物の敷地として使用されている土地又は

現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用することとなる土地  

２ 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第十四項に規定する公共施設の整備により分割さ

れた土地 

３ 同上公共施設の整備により代替地として譲渡された土地 

 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

壁面の位置の 

制限 
― ― ― 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から隣地境界線までの距離は、０．４ｍ

以上（ただし床面積に算入されない出窓

の外壁等は除く）としなければならない。 

― 

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

建築物の外壁等

の色彩は、白、グ

レー、茶等を基調

とする落ち着きの

ある色調とする。 

 

１ 建築物の屋根又は外壁の基調となる色彩は、低・中彩度の範囲内を原則とし、周辺環境と調和した落

ち着きのある色彩にするとともに、形態、意匠は周辺の街並みと調和したものとする。 

２ 屋外広告物等の色彩、形態、意匠は、周辺の街並みに配慮したものとし、回転灯は使用してはならな

い。また、腐朽し、腐食し、破損し又は燃焼しやすい材料を使用してはならない。 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生け垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合はこの限りでない。 

１ フェンス等の基礎で地盤面から高さ０．５ｍ以下のもの 

２ 法令等の制限上やむを得ないもの 

 

土地の利用に関す

る事項 

 緑豊かな街並みを形成するため、既存樹木の維持・保全を図るとともに、生垣造成やベランダ緑化等による敷地内緑化、屋

上緑化、壁面緑化などにより、緑化を推進する。特に大規模敷地や公共空間においては積極的に取り組む。 

 

※は知事協議事項 

「区域、地区の区分、整備計画区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

理由 ： ＪＲ埼京線の十条駅付近鉄道立体交差事業や関連都市計画道路事業に伴い、十条駅に近接する利便性をいかした良好な居住環境を形成するとと

もに、地区の防災性の向上等を図るため、地区計画を決定する。 
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都市計画の案の理由書  
 

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 地 区 計 画  

  十 条 駅 周 辺 東 地 区 地 区 計 画  

 

２  理  由  

  本 地 区 は 、J R 埼 京 線 十 条 駅 の 東 側 沿 線 に 位 置 し 、個 性 豊 か な

地 域 密 着 型 の 商 店 街 が 集 積 し て い る 一 方 で 木 造 住 宅 が 密 集 す

る 市 街 地 が 広 が っ て い る 。「 東 京 都 防 災 都 市 づ く り 推 進 計 画 」で

は 、 本 地 区 を 重 点 整 備 地 域 に 位 置 付 け 、 防 災 生 活 道 路 の 整 備 や

不 燃 化 等 を 推 進 す る 「 木 密 地 域 不 燃 化 １ ０ 年 プ ロ ジ ェ ク ト 」 に

取 り 組 み 、 安 全 な 市 街 地 の 形 成 を 目 指 し て い る 。  

  ま た 「 北 区 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン ２ ０ ２ ０ 」 で は 、 十 条 ・

東 十 条 駅 周 辺 を 、 区 内 の 都 市 活 動 を 支 え る 「 都 市 中 心 拠 点 」 の

一 つ に 位 置 付 け 、に ぎ わ い や 交 流 が 生 ま れ る 拠 点 と し て の 魅 力

向 上 を 図 る と し て お り 、「 十 条 地 区 ま ち づ く り 基 本 構 想 」に お い

て も 、安 全 で 安 心 し て 暮 ら せ る 利 便 性 の 高 い 地 区 を 目 標 に 掲 げ 、

都 市 計 画 事 業 を 始 め 、 様 々 な 事 業 を 展 開 し て い る 。  

本 地 区 計 画 は 、J R 埼 京 線 の 十 条 駅 付 近 鉄 道 立 体 交 差 事 業 や 関

連 都 市 計 画 道 路 事 業 に 伴 い 、 十 条 駅 に 近 接 す る 利 便 性 を い か し

た 良 好 な 居 住 環 境 を 形 成 す る と と も に 、 地 区 の 防 災 性 の 向 上 等

を 図 る た め に 、面 積 約 １ ８ ．９ ヘ ク タ ー ル の 区 域 に つ い て 、「 十

条 駅 周 辺 東 地 区 地 区 計 画 」 を 決 定 す る 。  
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都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 

 

下記に係る都市計画の案を、都市計画法（以下「法」という。）第１７条第１項の規定又は法第２１条第２項において準用する法１７条第１項の

規定に基づき、令和２年１２月２日から１２月１６日までの２週間公衆の縦覧に供したところ、法第１７条第２項の規定又は法第２１条第２項に

おいて準用する法１７条第２項の規定により、同期間中に〇通（〇名）の意見書の提出があった。その意見書の要旨及び北区の見解は次のとおりで

ある。 

 

都市計画の種類及び名称 

①東京都市計画地区計画 十条駅周辺東地区地区計画 

  ②東京都市計画高度地区（十条駅周辺東地区地区計画関連） 

 

意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 

Ⅰ 賛成意見に関するもの  （なし）  

 

 

 

Ⅱ 反対意見に関するもの  （なし）  

 

 

 

Ⅲ その他の意見  （なし）  

 

 

 

  

※本都市計画案に対する意見書の提出期間は、令和２年１２月２日から令和２年１２月１６

日まで予定しており、意見書の要旨等については、都市計画審議会本審当日に配布します。 
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都市計画の原案に対する意見書の要旨と見解【参考】 

 

東京都市計画地区計画 十条駅周辺東地区地区計画に係わる都市計画の原案を、都市計画法第１６条第２項の規定に基づく、東京都北区地区計

画等の案の作成手続きに関する条例第２条の規定により、令和２年９月２３日から１０月７日までの２週間公衆の縦覧に供したところ、同条例第

４条の規定により、同年１０月１４日までの３週間の期間中に３通（３名）の意見書の提出があった。その意見書の要旨及び北区の見解は次の通

りである。 

 

都市計画の種類及び名称 

東京都市計画地区計画 十条駅周辺東地区地区計画 

 

意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 

Ⅰ 賛成意見に関するもの  （なし）  

  

Ⅱ 反対意見に関するもの２通（２名）  

１（地区計画の合意形成） 

アンケート調査は回答率が低く、趣旨が明確でない。またアンケート

の選択肢が作為的である。再度アンケートを実施し、地区計画原案、用

途地域及び容積率、高度地区の案を作成するべき。 

 

アンケート調査は、地区計画に関する内容と土地利用の方針や建物高

さに関する内容について、今後の防災まちづくりの方向性や傾向を把握

し、検討するために実施させていただきました。 

本地区計画原案及び関連都市計画案等（用途地域及び容積率、高度地

区、日影規制）は、このアンケート結果や地元協議会での意見交換を参

考にするとともに、北区都市計画マスタープラン等の上位計画を踏ま

え、検討作成をしております。 

２（地区計画全般） 

本地区計画により、日照や眺望も遮られることでの居住環境の悪化、

プライバシー侵害や電波障害などの日常生活への多大な影響、土地価値

の下落を懸念している。住民の住環境を守るためとは思えない。撤回を

強く求める。 

 

本地区は、十条駅に近接する生活利便性の高い地区です。一方、住宅

や商店等が密集する複合市街地が形成され、防災性の向上が課題となっ

ています。 

区は、こうした現状を捉え、用途間相互の協調性を確保しつつ、良好

な居住環境を形成するとともに、地区の防災性の向上を図るため、本地

区計画の決定及び本地区計画に対応した関連都市計画等（用途地域及び

容積率、高度地区、日影規制）の変更が必要と認識しています。 
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３（敷地面積の最低限度） 

（１）敷地面積の最低限度を６５㎡とした根拠を教えてほしい。 

（２）敷地面積の最低限度を６０㎡にしてほしい。 

（３）現在既に建てられている建物を建て替える際には、土地の状況に

かかわらず、建て替えができるようにしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

本地区計画では、土地の細分化を防止して延焼危険の低減と居住環境

の向上を図るため、建築物の敷地面積の最低限度を定めております。 

それに加え、北区の施策として掲げているファミリー世帯の定住化を

目的として、住居地区Ａ及び住居地区Ｂにおいては、住居系用途地域の

制限の中で床面積１００㎡程度の住宅が確保できるように、また８５号

線沿道地区及び近隣商業地区では、商業系用途地域の制限の中で５０㎡

程度の店舗を併用したうえで床面積１００㎡程度の住宅が確保できる

ように、それぞれ建ぺい率等から必要な土地面積を分析した結果、建築

物の敷地面積の最低限度を「６５㎡」としています。 

なお、ただし書き（除外規定）のとおり、地区計画の都市計画決定告

示日において、建築物の敷地として使用されている土地については、そ

のままの建築敷地での建て替えは可能としております。 

Ⅲ その他の意見  1 通（1 名）  

１（地区計画の作成に併せて変更する関連都市計画等） 

（１）第一種住居地域の容積率を２００％から３００％に、高度地区を

第二種高度から第三種高度にする案には反対である。現行のままでよ

い。 
（２）飲食店など商業施設を取り込めるようにする用途の変更案は、住

民の平穏な暮らしを破る方向に他ならない。また商業施設のごみ問題な

どで街を汚す一因となるため、反対である。 

 

本地区は、十条駅に近接する生活利便性の高い地区です。一方、住宅

や商店等が密集する複合市街地が形成され、防災性の向上が課題となっ

ています。 

区は、こうした現状を捉え、用途間相互の協調性を確保しつつ、良好

な居住環境を形成するとともに、地区の防災性の向上を図るため、本地

区計画の決定と併せて、本地区計画に対応した関連都市計画等（用途地

域及び容積率、高度地区、日影規制）の変更が必要と認識しています。 

２（原案説明会の開催） 

関係権利者を対象とした原案説明会を開催し、説明責任を果たすべき。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、関係権利者への説明

資料の配布とし、ご意見やご不明点については、ご意見ハガキや電話、

窓口など丁寧に説明させていただきました。 

いただいたご意見は、意見の要約と北区の考え方を記載した資料を都

市計画案の縦覧等のお知らせと併せて配布するとともに、個人情報に配

慮した上で、北区ホームページで公開いたします。ご意見等につきまし

ては、今後も丁寧な対応に努めてまいります。 15
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３（十条駅周辺のまちづくり計画） 

（１）十条駅周辺のまちづくり計画は、穏やかな住環境を悪化させる。

工事中の障害は騒音、振動、日照だけでなく、工事中の仮囲いは猛暑

の日に、熱を帯び、住める状況ではなくなる。また長年育てた植栽に

対し、悪影響を及ぼすことが必至である。これら住環境の悪化等に伴

い、不利益を被るため、計画には反対である。 

（２）莫大な税金を投じる計画に価値が感じられない。過去に他所で見

慣れた街並みでは新鮮さがない。新型コロナウイルスなどにより一変

した時代を認識して、時代錯誤の構想を練り直すべきだ。 

（３）埼京線高架化には反対。十条駅東口の乗客など通り過ぎて行く

人々を対象としたまちづくりではなく、そこに住む税金を納めている

地元の人々の生活に重きをおき、穏やかな日常を過ごせるようなまち

づくりへと計画を見直してほしい。 

（４）計画が遂行されるならば、鉄道附属街路の全てに街路樹を植えて

ほしい。心の安らぎを得られる街並みを目指してほしい。 

 

 

連続立体交差事業のご意見については、東京都に申し伝えます。その

他のご意見については、参考とさせていただきます。 

 

16



17

■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■

印影を加工しています



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８１号議案「東京都市計画用途地域の変更に

ついて（十条駅周辺東地区地区計画関連）」（東京
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印影を加工しています



 

 

概要書 

 

東京都市計画用途地域の変更について 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

   東京都市計画用途地域 （東京都決定） 

   （北区分・十条駅周辺東地区地区計画関連） 

 

２ 位  置 

   北区上十条一丁目、中十条二丁目及び中十条三丁目各地内 

 

３ 決定内容 

  【別紙】「計画書」、「総括図」、「計画図」のとおり 

 

４ 決定理由 

  【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 

 

５ 意見要旨と見解 

【別紙】「都市計画の案に対する意見書の提出状況について【参考】」のとおり 

 

６ これまでの経過と今後の予定 

令和２年 9 月 9、10 日 都市計画素案説明会資料配布 

 10 月 16 日 北区案の申し出 

 11 月 16 日 東京都知事からの意見照会（収受） 

（回答：令和 3年 1月 12 日） 

 11 月 19、20 日 都市計画案資料配布 

 12 月 2 日～12 月 16 日 都市計画の案の公告・縦覧・意見書提出 

 12 月 22 日 北区都市計画審議会 

令和３年 2 月上旬 東京都都市計画審議会 

 3 月上旬 都市計画の決定告示 
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印影を加工しています
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都市計画の案の理由書  
 

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 用 途 地 域 （ 北 区 分 ）  

（ 十 条 駅 周 辺 東 地 区 地 区 計 画 関 連 ）  

 

２  理  由  

  本 地 区 は 、J R 埼 京 線 十 条 駅 の 東 側 沿 線 に 位 置 し 、個 性 豊 か な

地 域 密 着 型 の 商 店 街 が 集 積 し て い る 一 方 で 木 造 住 宅 が 密 集 す

る 市 街 地 が 広 が っ て い る 。「 東 京 都 防 災 都 市 づ く り 推 進 計 画 」で

は 、 本 地 区 を 重 点 整 備 地 域 に 位 置 付 け 、 防 災 生 活 道 路 の 整 備 や

不 燃 化 等 を 推 進 す る 「 木 密 地 域 不 燃 化 １ ０ 年 プ ロ ジ ェ ク ト 」 に

取 り 組 み 、 安 全 な 市 街 地 の 形 成 を 目 指 し て い る 。  

  ま た 「 北 区 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン ２ ０ ２ ０ 」 で は 、 十 条 ・

東 十 条 駅 周 辺 を 、 区 内 の 都 市 活 動 を 支 え る 「 都 市 中 心 拠 点 」 の

一 つ に 位 置 付 け 、に ぎ わ い や 交 流 が 生 ま れ る 拠 点 と し て の 魅 力

向 上 を 図 る と し て お り 、「 十 条 地 区 ま ち づ く り 基 本 構 想 」に お い

て も 、安 全 で 安 心 し て 暮 ら せ る 利 便 性 の 高 い 地 区 を 目 標 に 掲 げ 、

都 市 計 画 事 業 を 始 め 、 様 々 な 事 業 を 展 開 し て い る 。  

こ の た び 、J R 埼 京 線 の 十 条 駅 付 近 鉄 道 立 体 交 差 事 業 や 関 連 都

市 計 画 道 路 事 業 に 伴 い 、 十 条 駅 に 近 接 す る 利 便 性 を い か し た 良

好 な 居 住 環 境 を 形 成 す る と と も に 、 地 区 の 防 災 性 の 向 上 等 を 図

る た め に 、十 条 駅 周 辺 東 地 区 地 区 計 画 を 決 定 す る こ と と な っ た 。 

こ の よ う な 背 景 を 踏 ま え 、 土 地 利 用 上 の 観 点 か ら 検 討 し た 結

果 、 面 積 約 ２ ． ７ ヘ ク タ ー ル の 区 域 に つ い て 、 用 途 地 域 を 変 更

す る 。  
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都市計画の案に対する意見書の提出状況について【参考】 

 

東京都市計画用途地域の変更に係る都市計画の案を、都市計画法（以下「法」という。）

第２１条第２項において準用する法１７条第１項の規定に基づき、令和２年１２月２日

から２週間公衆の縦覧に供したところ、法第２１条第２項において準用する法１７条第

２項の規定により、同期間中に〇通（〇名）の意見書の提出があった。 

 

 

都市計画の種類及び名称 

東京都市計画用途地域（十条駅周辺東地区地区計画関連） 

※本都市計画案に対する意見書の提出期間は、令和２年１２月２日から令和２年１

２月１６日まで予定しており、意見書の要旨等については、都市計画審議会本審当

日に配布します。 
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